
平成 24 年 4 月 1 日現在 

 

平成 24 年 4 月 1 日改定 

「「「「要支援要支援要支援要支援１１１１～～～～２２２２」」」」のののの方方方方    

●●●●基本基本基本基本のののの利用料金利用料金利用料金利用料金                                                                                                （月額）    
 要支援１ 要支援２ 

介護予防通所介護費 2,099 円 4,205 円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 24 円 48 円 

生活機能向上グループ活動加算 100 円 100 円 

利用料金合計利用料金合計利用料金合計利用料金合計    2,223 円 4,353 円 

※送迎、入浴が含まれています。 

※利用回数に関わらず月定額となります。 

 

●●●●そのそのそのその他他他他のののの加算加算加算加算                                                                                                        （月額）    

 金額 

運動器機能向上加算 225 円 

栄養改善加算 150 円 

口腔機能向上加算 150 円 

選択的サービス複数実施加算（Ⅰ） 480 円 

選択的サービス複数実施加算（Ⅱ） 700 円 

若年性認知症利用者受入加算 240 円 

※利用回数に関わらず月定額となります。 

 

 

 

 

 

 

●●●●実費実費実費実費    
 金額 

食費（１食） 500 円 

※その他、嗜好品、レクリエーション材料費、おむつ代等、実費負担となります。 

※※※※上記上記上記上記、「、「、「、「基本基本基本基本のののの利用料金利用料金利用料金利用料金」」」」及及及及びびびび「「「「そのそのそのその他他他他のののの加算加算加算加算」」」」のののの月月月月合合合合計計計計にににに、、、、1.91.91.91.9％％％％をををを乗乗乗乗じたじたじたじた金金金金

額額額額がががが「「「「介護職員処遇改善加算介護職員処遇改善加算介護職員処遇改善加算介護職員処遇改善加算（（（（ⅠⅠⅠⅠ）」）」）」）」としてとしてとしてとして加算加算加算加算されますされますされますされます。。。。    



平成 24 年 4 月 1 日現在 

「「「「要介護要介護要介護要介護１１１１～～～～５５５５」」」」のののの方方方方    

●●●●基本基本基本基本のののの利用料金利用料金利用料金利用料金                                                                                                     

通常規模型【３時間以上５時間未満の場合】                      （回）    
 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

通所介護費 400 円 457 円 514 円 571 円 628 円 

入浴介助加算 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 6 円 6 円 6 円 6 円 6 円 

利用料金合計利用料金合計利用料金合計利用料金合計    506 円 563 円 620 円 677 円 734 円 

 

通常規模型【５時間以上７時間未満の場合】                      （回）    
 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

通所介護費 602 円 708 円 814 円 920 円 1,026 円 

入浴介助加算 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 6 円 6 円 6 円 6 円 6 円 

利用料金合計利用料金合計利用料金合計利用料金合計    708 円 814 円 920 円 1,026 円 1,132 円 

 

通常規模型【７時間以上９時間未満の場合】                      （回）    
 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

通所介護費 690 円 811 円 937 円 1,063 円 1,188 円 

入浴介助加算 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 50 円 50 円 50 円 50 円 50 円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 6 円 6 円 6 円 6 円 6 円 

利用料金合計利用料金合計利用料金合計利用料金合計    796 円 917 円 1,043 円 1,169 円 1,294 円 

※送迎が含まれています。 

 



平成 24 年 4 月 1 日現在 

●●●●そのそのそのその他他他他のののの加算加算加算加算                                                                                                            （回）    
 金額 備考 

栄養改善加算 150 円  

若年性認知症利用者受入加算 60 円 月２回を限度 

口腔機能向上加算 150 円 月２回を限度 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●実費実費実費実費    
 金額 

食費（１食） 500 円 

※その他、嗜好品、レクリエーション材料費、おむつ代等、実費負担となります。 

    

    

< お問い合わせ先 > 

〒869-6105 

八代市坂本町坂本 1071 

坂本坂本坂本坂本のののの里一灯苑里一灯苑里一灯苑里一灯苑デイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンター    

TELTELTELTEL：：：：0965096509650965----45454545----2310231023102310    
 

担当： 山本優/村本和隆 

※※※※上記上記上記上記、「、「、「、「基本基本基本基本のののの利用料金利用料金利用料金利用料金」」」」及及及及びびびび「「「「そのそのそのその他他他他のののの加算加算加算加算」」」」のののの月合計月合計月合計月合計にににに、、、、1.91.91.91.9％％％％をををを乗乗乗乗じたじたじたじた金金金金

額額額額がががが「「「「介護職員処遇改善加算介護職員処遇改善加算介護職員処遇改善加算介護職員処遇改善加算（（（（ⅠⅠⅠⅠ）」）」）」）」としてとしてとしてとして加算加算加算加算されますされますされますされます。。。。    


